
再 講 習 を 受 講 さ れ る 皆 さ ま へ

認定証有効期限の設定は下記のとおりです。

１　応急手当普及員再講習、患者等搬送乗務員再講習、現場派遣員実務講習

２　普通救命再講習、上級救命再講習（延長期間が設けられた特例措置中）

この特例措置は、東京消防庁に準じています。

再講習受講期間
（有効期限の６カ月前から

有効期限日まで）

延長期間

（１年３カ月）

有効期間：再講習受講日から３年

有効期限日を過ぎた場合

→ 新規講習を受講していただきます（再講習不可）

有効期限

６カ月前

有効期間３年

（患者等搬送は２年）

有効期限日

有効期間

前回の有効期限日から３年
上記期間に受講された場合

延長有効期限

６カ月前

有効期間３年

再講習受講期間
（延長有効期限の６カ月前から

延長有効期限日まで）

延長有効期限日

【特例措置】

認定証に記載された
有効期限日

＋１年３カ月

※ただし、認定証に記
載された有効期限日
が令和４年１月１日以
降の方に限ります。

♢ 再講習受講期間より前に受講される場合 ♢

→ 再講習として受講可能ですが、

認定証の有効期間は再講習受講日から３年です。




